
初回 850点 （情報通信機器を用いて行った場合 740点） 注：月１回に限り算定

❶ 患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書（患者が作成し事業者が確認を行った文書を含む。）を患者から
受け取る【 様式「勤務情報提供書」、様式「両立支援カード」】

➋ ❶の文書による勤務情報を踏まえ、患者に療養上の指導、就労上の指導を行う
❸ 事業場に選任されている産業医等（※１）に対して、就労と療養の両立に必要な情報を提供する

【 様式「主治医意見書」 、様式「両立支援カード」 】
（※１）患者が勤務する事業場に選任されている産業医等（産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、

労働者の健康管理等を行う保健師）

２回目以降 500点（情報通信機器を用いて行った場合 435点） 注：初回を算定した月から起算して６月を限度として、月１回に限り算定

➍ 情報提供を行った後、就労の状況を確認し、患者に必要な療養上の指導を行う

相談支援加算 400点
〇 専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師（※２）が、療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合

（※２）相談支援を行う有資格者は、両立支援コーディネーター養成研修を修了した者であること

療養・就労両立支援指導料 （令和 8年度改定版）

療養・就労両立支援指導料は、患者（労働者）の療養と就労の両立支援のため、治療を担当する医師が、❶患者と事業主が共同
して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、➋就労の状況を考慮して、患者に療養上の指導を行うとともに、❸患者
が勤務する事業場に選任されている産業医等に就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に算定する。さらに、➍情報提供
を行った後、勤務環境の変化を踏まえ、患者に必要な療養上の指導を行った場合に算定する。

１．概要

２．算定要件

対象：全疾患（疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの）



療養・就労両立支援指導料の流れ

患者
（労働者）

様式例 「両立支援カード」

様式例「勤務情報提供書」

様式例「主治医意見書」

勤務情報を踏まえ、➋患者に療養上の指導を行うとともに、❸患者が勤
務する事業場に選任されている産業医等に両立支援に必要な情報を提供

主治医

事業主

あなたの会社では、短時間
勤務の制度があるので、し
ばらく利用することで就業
は可能です。
あなたの業務内容では○○
の症状が影響することがあ
るため、会社には△△の配
慮をお願いしてください。

ここで
算定

職場復帰・就業継続の可否や具体的な
就業上の配慮等について、主治医の意
見をもとに、産業医等の意見を勘案し
つつ、労働者と十分話し合った上で、
事業主が最終的に決定

❶ 勤務情報を記載した文書の作成
（患者と事業主・産業医等と共同作成）

本人記載欄
（勤務情報）

医師記載欄
（意見書）

※会社の確認が必要



療養・就労両立支援指導料 令和８年度改定のポイント

これまで 令和８年度改定

点 数

初回：800点（696点）
２回目以降：400点（348点）
相談支援加算：50点
注： 括弧内は情報通信機器を用いた場合

初回：850点（740点）
２回目以降：500点（435点）
相談支援加算：400点
注： 括弧内は情報通信機器を用いた場合

対象となる
患者・疾患

入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定
める疾患に罹患しているもの
対象疾患：悪性腫瘍、脳血管疾患、指定難病、肝疾患（慢

性経過）、心疾患、糖尿病、若年性認知症

疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院
中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要な
もの
※対象疾患の定めを廃止

初回の
算定要件

①患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文
書を患者から受け取る【様式「勤務情報提供書」】

②勤務情報を踏まえ、患者に療養上の指導を行うとともに、
患者が勤務する事業場に選任されている産業医等に両立
支援に必要な情報を提供【様式「主治医意見書」】

医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した
【様式「治療と仕事の両立支援カード」】が事業者の確認
を経て提供された場合を追加

２回目以降の
算定可能期間

初回を算定した月から起算して３月を限度として、月１回
限り

初回を算定した月から起算して６月を限度として、月１回
限り

〇 対象疾患は、これまでは特定の疾患に限られていましたが、疾患の定めが廃止され、
全ての疾患が診療報酬の対象になりました。

〇「治療と仕事の両立支援カード」を用いる場合も対象に追加されました。
〇 両立支援コーディネーター養成研修を修了した看護師、社会福祉士、精神保健福祉士
又は公認心理師による相談支援の評価が大きく引き上げられました。



「治療と就業の両立支援指針」の様式例を活用する際の留意点

様式例「両立支援カード」の場合

● 様式例「両立支援カード」は、患者
が自ら記載するもので、①チェック
ボックス形式で簡便に、②会社の手間
を省いて迅速に作成できる様式例です。
ただし、記載内容は会社とも合意形成
されたものであることが望まれます。
主治医にとっても、会社の確認がある
と安心して意見できますし、会社に連
絡する際に参考になる情報です。

● 「療養・就労両立支援指導料」にお
いても、患者が作成した「両立支援
カード」が会社の確認を経て提供され
た場合が、要件になります。

● 会社で選任されている産業医等の有
無は、主治医にとって、患者の勤務先
との効果的な情報交換のため参考にな
る情報です。

● 「療養・就労両立支援指導料」にお
いても、会社で選任されている産業医
等が、主治医からの情報提供先となる
場合が、要件になります。

「治療と就業の両立支援指針」に基づき厚生労働省労働基準局長が定める様式例は、その活用方法はあくまで任意ですが、一方、
保険診療において「療養・就労両立支援指導料」を算定する場合には、様式又はこれに準ずる様式を用いる必要があります。


	療養・就労両立支援指導料 （令和8年度改定版）
	療養・就労両立支援指導料の流れ
	療養・就労両立支援指導料　令和８年度改定のポイント
	「治療と就業の両立支援指針」の様式例を活用する際の留意点

